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資料６

事務手続きについて
○新規指定申請
・新たに臨床研修病院の指定を受ける場合
・病院群の構成が変わる場合

平成１９年 平成２０年 平成２１年

６月３０日 ８月下旬 ４月１日
マッチング 研修開始

申請

○プログラム変更・新設届出
・研修プログラムを変更する場合

平成１９年 平成２０年 平成２１年

４月３０日 ８月下旬 ４月１日
マッチング 研修開始

申請

○年次報告
・定期報告として「研修プログラムの概要 「研修医名簿」等を４月３０日に提出」


